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１ はじめに  

	 現在日本では、これから起こりうる人口減少時

代に対し、コンパクトな都市構造の推進が行われ

ている。 
	 これまでの都市計画法は、人口が増加していく

時代に無秩序に形成された都市を、開発許可など

を通してコントロールし、都市構造を形成してき

ていた。 
	 平成２６年に制定された都市再生特別措置法

では立地適正化計画が制度化された。この制度は

住宅・社会福祉施設を始めとする民間施設の立地

をコントロールする方法が多様化し、それに加え

自治体は、届出制度・勧告制度、経済援助を組み

合わせることで緩やかに区域へと誘導していく

ものである。 
	 本研究はその立地適正化計画に着目し、公共施

設再編の将来を探ることを目標としている。本稿

は、その立地適正化計画の先行事例４例を用い、

計画構成の分析・考察をする。 
 
２ 研究目的と方法 

２−１ 目的 

	 本研究は、立地適正化計画の観点から公共施設

再編を考えていくことを目的としている。しかし

現在、立地適正化計画を策定している自治体は数

少ないため立地適正化計画の研究を実施してい

る例は少ない。そこで本稿では、立地適正化計画

に関する研究の初歩として、計画を作成した自治

体４団体の計画構成を国土交通省の作成した指

針と比較し立地適正化計画の骨格の部分を抽出

することを目的とする。さらに先行自治体独自の

施策を分析し各自治体の計画の特徴を抽出する

ことも目的とする。 
 
２−２ 方法 

	 現在計画を策定している先行市 4例の立地適
正化計画と国土交通省が作成した「立地適正化

計画作成の手引き」を用い、自治体の計画構成

と比較する。 

 そこから自治体・国交省で計画の項目が一致し
ている部分を抽出する。そして各自治体の計画

構成から独自の施策となるものを抽出する方法

をとる。 
 
３ 立地適正化計画 

３−１ 概要 

	 これまでの都市計画では、都市計画法に基づく

規制手法により、人口増加の中で無秩序な都市化

をコントロール・効率的な都市基盤の整備を行っ

てきた。しかしそのような規制手法では、特定の

施設、例えば民間の社会福祉施設、金融機関など

の誘導を行うのは難しい。そのような現状に対し

て平成２６年（２０１４年）に都市再生特別措置

法の改正により立地適正化計画が制度化された。

これまでの制度との違いは「コンパクトなまちづ

くり」を進めるために、都市全体を見渡しながら、

居住や福祉などの民間施設や活動を誘導するこ

とに焦点をあげていることである。 
	 国土交通省が各自治体向けに作成した立地適

正化計画の資料では、計画の意義と役割について
i、一つ目は、「立地適正化計画は都市の一部の

機能だけではなく、居住や医療・福祉・商業、公

共交通などの様々な都市機能と都市全域を見渡

したマスタープランとして機能する市町村マス

タープランの高度版であること。」二つ目は、「居

住や都市の生活を支える機能の誘導によるコン

パクトなまちづくりと地域交通の再編との連携

による、「コンパクトシティ・プラス・ネットワ

ーク」のまちづくりを進めること。」三つ目は、

「財政状況の悪化や施設の老朽化などを背景と

した、公的不動産の見直しと連携し、将来の街の

あり方を見据えた公共施設の再配置や公的不動

産を活用した民間機能の誘導を進めること。」四

つ目は、「居住や民間施設の立地を緩やかにコン

トロールできる、市街地空洞化防止のための新た

な選択肢として活用すること。」の４項目を軸に

明記してある。 
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	 計画を作成する自治体向けの資料である「立地

適正化計画の手引き」は表２のような構成になっ

ており、立地適正化計画のいわゆる基本構成とも

言える。 
	 立地適正化計画では、自治体における課題の抽

出、分析から居住誘導区域・都市機能誘導区域な

どの区域を市域内に設定していく。以下の項目で

各誘導地域について説明を記す。ⅰ 

３−１−１ 都市機能誘導区域 

	 都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業などの

都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し

集約することによって各種サービスの効率的な

提供を図るために設定される区域である。 
	 都市機能誘導区域に置かれる誘導施設は、都市

機能誘導区域ごとに立地を誘導するべき施設で

あり、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図る

ために必要である機能増進施設のことを指す。 
３−１−２ 居住誘導区域 

	 居住誘導区域は、人口減少に中であっても一定

のエリアにおいて人口密度を維持することによ

り、生活サービスやコミュニティが持続的に確保

されるように居住を誘導する区域である。 
３−１−３ その他の区域 

	 先に述べた区域以外に立地適正化計画では以

下のような区域にも設定をするように地方自治

体に促している。 
	 まず一つ目にあげられるのは、跡地等管理区域

である。これは現在空き地などが増加傾向にある

地方自治体において、相当数の住宅が存在する既

存の集落や住宅団地などに対して跡地などの適

正な管理が必要な区域としてあげられている。 
	 次に、居住調整区域は、設定した居住誘導区域

街に区域をさだめ、自治体が都市計画決定を行え

る区域のことである。さらに居住調整区域を市街 

地調整区域とみなして、一定規模以上の住宅開発

などの開発許可を対象化している。 
３−２ 計画策定自治体について 
	 平成２８年９月現在、立地適正化計画の作成を

具体的に行っている団体は２８９団体、策定を完

了している自治体が、北海道札幌市・岩手県花巻

市・大阪府箕面市・熊本県熊本市の４団体である。

以下に各自治体の特徴をまとめる（表１）。 
 

４章 立地適正化計画構成の分析 

４−１ 先行自治体の立地適正化計画構成 

	 各自治体の計画構成を研究方法の項で示した

項目分類し、以下に示す（表２）。立地適正化計 
画の計画構成は各自治体で独自に作成している

ことが表から読み取れる。そして立地適正化計画

を公開した時期や自治体によって行なっている

分析・課題抽出の項目がバラバラであることも読

み取れる。 
 

４−２ 立地適正化計画構成の分析 

４−２−１ 国土交通省指針との比較 

	 本項では、各自治体が策定した立地適正化計画

と国土交通省が策定した立地適正化計画の指針

を比較し、自治体における立地適正化計画の骨格

を探る。まず国土交通省の指針（表２）と各自治

体の計画構成を比較する。 
	 表２を見ると各自治体によって計画構成にお

ける項目が異なる。各自治体で共通する部分は、

国土交通省指針に基づくと（１）立地適正化計画

制度の創設、現在の人口の状況分析、③まちづく

りの方針（ターゲット）の検討について、誘導区

域などの検討についての基本的な考え方、⑦誘導

施設の検討について、⑧誘導施策の検討について

の６項目である。立地適正化計画制度の創設に関

しては、各自治体市民に向けコンパクトシティ政

策から踏まえた立地適正化計画に関して簡単に

記述してある。人口の状況分析に関しては各自治

体綿密に分析してあることが特徴と言える。誘導

区域などの検討についての基本的な考え、誘導施

設の検討について、誘導施策の検討についての項

目は、立地適正化計画の本題となる部分であるた

め各自治体ともに多くの施策を提示してあるが、 

表１ 立地適正化計画施策自治体 
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表２ 国土交通省指針と各自治体との比較 

<=�õ¼zĀ
_rŷŽ`ģŹ�

�^[
_rŷŽ`Ž�

ÜZ[
_rŷŽ`Ż�

ÉĈ[
_rŷŽ`ŷ�

«�[
_rŷŽ`ģŹ�

ē ŶÅģŀıņľ

ŶġŶģÄ>ú�,ä¶#eĿ&æ ŶġŶģØ�Ļ»º cġŶģÈMĿØ�0Ł»º ŶġŷģÉĈ[Ä>ú�,ä¶ĿÈMľĥĴĶĹ ŶġŶģÄ>ú�,ä¶ÈMĿØ�

ŶġŷģįŌńĺĻ¸Ľŋ2ŊËŅĻĦħèì
Ŷġŷģ�ÓĸĮ
ŶġŸģä¶Ŀ$|

cġŷģä¶Ŀ$|
ĜġŶģ��ä¶ľĩĮŋ�ÓĸĮ

ŶġŷģÄ>ú�,ä¶Ŀ¬k

ŶġŸģÄ>ú�,ä¶�rĿshĬĿñ�

Ĕ
ŷÅģÄ>ú�,ä¶Ŀ�rĿ¦Ō

ŶġŶģÄ>ú�,ä¶Ŀ�à
ŶġŸģÉĈ[Ä>ú�,ä¶ĿŎŐŢŬŏŰ

ĕ ŸÅģÄ>ú�,ä¶Ŀ�åĿũŏŰŢ ŶġŶģÄ>ú�,ä¶Ŀ�à
Ė ŹÅģĂ÷Ĳŋä¶Ň
ûUĿĂ÷�ÈĽļĿ�±ľķĦĹ ĜġŷģĂ÷ä¶ ŶġŸģÄ>ú�,ä¶ĻĂ÷Ĳŋ
ä¶

ŹġŶģ>@���õ�ÈĻĿ÷~ ŸġŶģ-GănÝÐg�ŨŮśőŔŢ
Źġŷģ/¹űÀ¿�ÈĻĿ÷~
ŹġŸģü[ó��ÈĻĿ÷~
ŹġŹģ���æ�Ñ�ÈĻĿ÷~ ŷġŻģÉĈ[Ï6ä¶ľĩĮŋX�
ŹġźģĄ©�ÈĻĿ÷~
ŹġŻģb@÷~�ÈĻĿ÷~ ŸġŹģńĵĸĭŊ þľĩĮŋêċ

ė źÅģü[īuĨŋêċĿ �ĩňŁã¡ĲŃĬêċĿv�ľķĦĹ

źġŶģ5ÃA¾ºšŲŞĿ1ćĻü[Ŀ°t} ŸġŶģü[ō2ŊZĭ£ĿD,ĻĳĿêċ
ŷġŶģ5ÃA¾šŲŞĿ1ćĻü[Ŀ°t}
ŷġŸģ�3ĿS�ĿáõİľĂĲŋ �

źġŶġŶģ�3 ŹġŶģ�3Ŀ)7 ĝġŷģ>.!�3Ŀáõİ ŹġŶģ�3{ÁĿNÒ ŷġŷģ�3ĿS�ĿáõİľĂĲŋ �

źġŶġŷģ=>"µ ŹġŸģ=>"µĿ£
ŷġŹģ[Þ>ë�.@ľĩĮŋ=>"µĿA�ºĽĥŊ�
ŷġźģµô>@

źġŶġŸģü[�õ ŹġŹģ���õĿ"�o ęģ�õĿ°

źġŶġŹģÌ§¥)
Ÿġŷģ�r[Þ>ľĩĮŋńĵĸĭŊĿ£
ŸġŸģ�[Þ>Ŀ£

źġŶġźģ>�
źġŶġŻģ©O ŹġźģĄ© ĚÅđģ©OŭŜŔĿ°
źġŶġżģï�
źġŷģ�3ĿS�áõİľĂĲŋ � ĝġŷģ>.!�3Ŀáõİ
źġŷġŶģü[��Ŀ�3)7Ŀt} ŹġŶģ�3Ŀ)7 Źġżģ�3Ŀ)7ľĂĲŋêċ
źġŷġŷģ�3QeĿ \)7 ŹġŸģ�3Qe
źġŷġŸģĎĐÖ�Ŀ \)7 ŹġŶģ�3Ŀ)7
źġŸģ°ĩňŁS�áõİľĩĮŋü[īuĨŋêċĿ �
źġŸġŶģ���õĿ"�oűyÍ4Ùo ŹġŹģ���õĿ"�o żġŽģ���õľĂĲŋ�ÈĿ�7o
źġŸġŷģ³¥ŘŲŧŜ�æĿ"�oűyÍ4Ùo źġŶģ�]³¥ō�Ĩŋ"��Ù ĝġŸģ�à�æĿ°£0ŁS�áõİ

źġŸġŸģĎĐÖĿÀ¿ű�f
ŻġŸģ/¹ĻÀ¿
Żġźģ	í�ĄűĎĐÖĿ�fCøľĂĲŋ�Ù

źġŸġŹģ©OĽļľRĲŋL�o ŶŵġŸģâªĢ©OťřŲţ
źġŸġźģï�Ŀ��o

Ę
ŻÅģńĵĸĭŊĿ�ĀųŞŲŖşŢŴĿ�åľķĦĹ Ÿġŷģü[ĸĭŊĿ±mĤA�»�Ľļ

ĝġŹģńĵĸĭŊĿ:ċűêċ
ĞġŶģńĵĸĭŊĿA�ºĽ�Ā

žġŶģA�ŗŰŝŨŢ ŸġŷģÄ>ú�,ä¶ōÈMĲŋpÔĽļ

ę żÅģ»zĲŃĬü[Ŀč��öĿ�åľķĦĹ ĞġŷģÄ>ú�,ä¶ĿA�ºĽ�Ā žġŷģü[Ŀč��ö ŸġŹģÄ>ú�,ä¶ĿMņŋ�P

żġŶģwª>.Ļ�āºĽ���õòĿŏūŲś
ŶŷġŹģVéT.@�Ŀ���õŤşŢůŲŔĿŏūŲś
Ŷŷġźģü[�ÙéT.@�Ŀ���õŤşŢůŲŔĿŏūŲś

żġŷģwª>.Ļ�àü[òų���õòŴĻĿĂ� żġŹģ�õľĂĲŋ2ŊËŅ
ŶŷġŹģVéT.@�Ŀ���õŤşŢůŲŔĿŏūŲś
Ŷŷġźģü[�ÙéT.@�Ŀ���õŤşŢůŲŔĿŏūŲś

żġŸģü[Ŀč��öĿŏūŲś žġŷģü[Ŀč��ö
Ě ŽÅģêċã¡ĿĴņĿ�ÈűéT�ĀųŜŢŲŭŲŴĿ�åľķĦĹ ğġŶģä¶.@�ľĩĮŋ5ÃéT.@űéT�æĿæMĻĳĿ(Ù
ě žÅģéT.@ÇĿ�åľķĦĹ

žġŶģA�ºĽÕĨ�
ŹÅģVéTĿA�ºĽÕĨ
źÅģü[�ÙéTĿA�ºĽÕĨ

ğġŷģéT.@ĿæMĿA��Ā
ŶŵģVéT.@
ŶŶġŸģü[�ÙéT.@ĿæM

ŹġŶģü[�ÙéT.@ĿA�ºĽÕĨ�
ŻġŶģVéT�æĿA�ºĽÕĨ�

žġŷģ�ńİĦ.@�
ğġŸģVéT.@
ğġŹģü[�ÙéT.@

ŶŵģVéT.@
ŶŶġŸģü[�ÙéT.@ĿæM

ŹġŸģü[�ÙéT.@ĿæM
ŻġŸģVéT.@ĿæM

ēĒ
ŶŵÅģéT�æĿ�åľķĦĹ ÆŻÅģ5.@0ŁéT�æĿæM ğġźģü[�ÙéT�æ ŶŶġŹģ5ü[�ÙéT.@łĿéT�æĿæM

źġŶģéT�æĿA�ºĽÕĨ�
źġŷģ�]³¥ľlàĽéT�æĿæM

ēē
ŶŶÅģéT�ÈĿ�åľķĦĹ

żġŶģć6?VéT.@ľĩĮŋ2ŊËŅ
żġŷģü[�ÙéT.@ľĩĮŋ2ŊËŅ
żġŸģyÍ4ÙĽV²BŒŭŎľĩĮŋ2ŊËŅ

ğġŻģéTľ7ĮĴ5Ã��Ľļ
ĠġŶģä¶Ŀ{ø�ÈĿ�å

ŶŵġŶŸģVōéTĲŋ�È
ŶŶġŻģü[�ÙĿéTĿĴņĿ�È

żÅģü[�Ù0Ł�3QeōÎy½�ĲŋĴņĿ��ºĽ�È

ēĔ ŶŷÅģ»��Ŀ�å Ġġŷģ»��ĿæM ŶŸġŶģ»�æMľķĦĹĿA�ºĽÕĨ ŽÅģ»��ĿæM
ēĕ ŶŸÅģ�ÈĿùr£ľĂĲŋç��¤Ŀ�å

ŶŸġŶģ°£ç�
ŶŸġŷģS��¨ç� ŶŸġŷģ�jŷŵ`Ŀ�3X�ĻĥŋŃĬH
ŶŸġŸģ�Ľç�s¤Ŀ� ŶŸġŹģMÿº»��ĿæM žÅģ�Èùr£ľĂĲŋßĥ�¤

®Ú�È

ŷÅģįŌńĺĿü[ĸĭŊ
źÅģü[�ÙéTĿA�ºĽÕĨ�
źġŷģ��ŘŲŧŜ�Ù
źġŸģ>@Ŀď'ōĎņŋü[�Ù
źġŹģü[Ŀď'ōĎņŋü[�Ù
żÅģ�ÈĿ�7o
żġŶģć6?Vć6?VéT.@ľĩĮŋ2ŊËŅ
żġŸģyÍ4ÙĽV²BŒŭŎľĩĮŋ2ŊËŅ
ŽÅģ�$W�
ŽġŶģć6?V.@E
Žġŷģü[�ÙéT.@E

ŷģÉĈ[Ŀ�àĻ¢ĉ
ŷġŶģ�ÓĻ>*
ŷġŷģ[@Ŀ�à
ŷġŸģ[Þ,Ŀ)7
ŸģńĵĸĭŊĿ)7
Ÿġŷģ�r[Þ>ľĩĮŋńĵĸĭŊĿ£
ŸġŸģ�[Þ>Ŀ£
Ÿġźģ=>0ŁKĿ£
ŸġŻģ9�Ŀ£
ŸġżģŅļŊĿ��£
ŸġŽģńĵĸĭŊ þľĩĮŋêċ
Źģ�3Ŀ)7
Źġŷģ`ĐąY�¯
ŹġŹģS��3{ä
ŹġźģŷŵŸź`ųŷŵ`jŴĿ{ä�3
ŹġŻģ>@!Ŀ�3¬o
źģï�Ļ�º�)´Ŀ£
źġŶģ�Ľï�z�Ŀ£
źġŷģ��ű���öĿD,
źġŸģ;Mð´Âűü[ä¶ÂĿ£
źġŹģ�º�)´Ŀ£
źġźģï�Ļ�º�)´Ŀ þľĩĮŋêċ �
Żģü[�ÙĿ°
ŻġŶģRî`ĐYĿ \
ŻġŷģI×ĹĻJ��×
ŻġŹģ�,�æ
ŻġŻģČ�ű�µ8dÛĿÄ>£
Żġżģ>@+xŕŎŚŜŠŪ�ÊĿâªĪŉáĴü[�ÙĿÄ>£
ŻġŽģ�Ľü[�ÙĿ�3œŦŲ¯
Żġžģü[�ÙĿ \ĽļľĂĲŋêċ
ŶŶģü[�ÙéT.@ĻéT�æ
ŶŶġŶģü[�ÙéT.@ĻéT�æĻŀ
ŶŶġŷģ>@!Ŀ¬oĻlàĽ�È
ŶŶġźģü[�ÙéTľĆİĹĿ·p�Ċ
Ŷŷģ���õŤşŢůŲŔ
ŶŷġŶģÄ>ú�,ä¶ľĩĮŋ���õŤşŢůŲŔĿi%
Ŷŷġŷģ���õľĂĲŋ<Ŀ)Ĭ
ŶŷġŸģAaºĽ���õò
ŶŷġŹģVéT.@�Ŀ���õŤşŢůŲŔĿŏūŲś
Ŷŷġźģü[�ÙéT.@�Ŀ���õŤşŢůŲŔĿŏūŲś
ŶŸģMÿ»�ĿæM
ŶŸġŸģVéT.@�ĿF�ołĿýq

ŶÅģÄ>ú�,ä¶Ŀ�à
Źſ«�[Ŀü[ĸĭŊĿA��Ā
ŸÅģ«�[ľĩĮŋÄ>ú�,ä¶
Ŷſ[ p7Ŀt}
źſÄ>ú�,ä¶Ŀ.@
ŻſÄ>ú�,ä¶Ŀä¶�ā
ŹÅģü[�ÙéT.@
ŷſ«�[ľĩĮŋü[�ÙéT.@ĿÕĨ�
Ÿſü[�ÙéT.@ĿæM
źÅģéT�æ
ŸſWĮ�#eľķĦĹ
ŻÅģVéT�æ
ŷſ«�[ľĩĮŋVéT.@ĿÕĨ�
ŹſW�#eľķĦĹ

― 467 ―



各自治体の状況などによって施策ボリュームの

違いがみられる。 
４−２−２ 各自治体の計画構成の特徴 

	 各自治体の現状に合わせて立地適正化計画と

いうものが考案されているため各自治体の独自

施策というものは多い。以下より各自治体の独自

の計画構成の特徴についてまとめる。 
１：札幌市 
	 札幌市の計画構成と国交省の手引きと比較す

ると、分析の項目では人口・公共交通・土地利用

に関する項目は分析しているが、災害・福祉・経

済活動に関する分析は欠いている。そして関連施

策に関しての記述はない。札幌市の立地適正化計

画は８月に公開しているが、それ以前に公開され

た国交省の手引きに沿った計画になっていない

ことが注目するべき点だと考えられる。 
	 札幌市の特徴は、誘導区域に関して独自の調査

から施策を立案していることである。居住誘導区

域では、人口の動向、市民への調査から区域設定

の考え方を導いている。そこから札幌市では、集

合型居住誘導区域と呼ばれる独自の誘導区域を

考案している。都市機能誘導区域では地域の魅力

を高める都市機能、都市の魅力を高める都市機能

の２方向からの評価で区域を設定している。そこ

から都市機能誘導区域に加え、持続可能な居住環

境形成エリアを考案している。 
２：花巻市 
	 花巻市も札幌市同様国交省の手引きが公開さ

れた後に立地適正化計画を公開しているが、手引

きに沿った分析を行なっていないのが特徴的で

ある。例を挙げるとすると、分析に関しては土地

利用・都市交通・経済活動などの項目がない。そ

して関連計画に関する項目では、関連計画という

章立てをして簡易に終わらせている。 
	 花巻市では、独自の施策はあまりないが、特筆

するべきものは、計画区域内における各種誘導区

域・誘導施設の設定とその効能の項目である。こ

の項では他の自治体とは異なり、立地適正化計画

において設定された区域や施設が今後地域にど

のように影響を与えていくかをシュミレーショ

ンしている。 
３：箕面市 
	 箕面市の立地適正化計画では、満遍なく分析・

課題抽出を行なっていることが特徴的である。現

在の現況そして将来予測などを明確に示し、市が

どのような都市構造を目指しているかを示して

いる。 
	 そして箕面市の立地適正化計画では独自の調

査や課題抽出・分析が多くそれに対応するように

独自の誘導区域設定を行なっている。例を挙げる

とすれば、北大阪急行線のプロジェクトに関する

項目である。この項目では現在の延伸事業に関す

ることを記述し今後箕面市にどのような影響を

与えるかを示している。そのような背景があるた

め立地適正化計画では、公共交通に関する方向性

を定めるとともに、居住誘導区域、都市機能誘導

区域での公共交通ネットワークのイメージを考

案している。交通の現状に関する分析では、人・

自動車・鉄道・バス・デマンド交通・自転車の項

目ごとに章立てし、現段階での市内交通に関して

の分析を行っている。市街地の経済活動では、箕

面市の既成市街地、新市街地における経済活動に

関して分析を行っている。 
４：熊本市 
	 熊本市の立地適正化計画では、分析をしている

項目が、人口の将来の見通しに関する分析のみで、

土地利用や公共交通機関に関する分析はあまり

なされていない。そのため都市構造のイメージ・

公共交通軸に関する項目もあまり考案されてお

らず、誘導区域の設定・施策を中心に計画を考案

していると考えられる。 
	 熊本市での独自の施策としては日常生活に必

要な誘導施設の設定、都市機能及び人口密度を維

持・確保するための具体的な施策である。前者の

方は、日常生活に密着した誘導施設を設定してお

り他の自治体ではみられない。都市機能及び人口

密度を維持確保するための具体的な施策の項目

では、誘導区域を設定したのちに市内の都市機能

と人口密度を確保するために市はどのように行

うかを明記した項目となっている。 
 
５章 まとめ 

	 本稿では、立地適正化計画の先行事例に当たる

自治体４団体の計画構成に着目し分析を行った。 
国土交通省の指針と自治体の計画構成では分

析・課題抽出の項目に一致しないところがみつか

った。しかし、国交省の手引きと各自治体の計画

構成では６項目において共通する部分があるこ

とがわかった。この６項目が現段階における立地

適正化計画における重要項目であることが推測

できる。 
	 そして各自治体に独自の分析項目、誘導区域・

誘導施設の設定がある。これは各自治体の現状・

特徴に対して分析し、立地適正化計画の骨格を作

成したからだと推測できる。 
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